
 

 

 

１ 利用期間  
  申請年度の４月１日から３月 31 日の１年間です。ただし、学校が閉庁となるお盆（８月８日～16 日

及び前後数日間）、年末年始（12 月 26 日～翌１月３日及び前後数日間）は、原則事業を休止します。 

※学校行事、工事、災害時の対応等で利用中止をお願いする場合もありますのでご了承ください。 

   

２ 小学校の利用団体について 
（1）利用団体の条件は以下のとおりです。 

① 原則、小学校区に居住・勤務・通学する、10 名以上のメンバーで構成される団体であること。 

② 原則として利用可能種目であること。（利用可能種目は別紙「利用可能施設一覧」参照） 

③ 営利を目的としないこと。（営利とは：「指導者及び主催者が会員からの会費・謝金などにより、

生計の全部もしくは一部を立てていることを指す」） 

（2）小学校の学校開放は、スポーツ振興会等が中心となり、自主運営を行っています。学校ごとに組

織された「学校開放運営委員会」に加入し、「利用調整会議」へ出席する必要があります。 

 

３ 申請書の記入上の注意 
「団体登録（変更）申請書」※記入もれがある場合は受付できません。 

① 両面とも全ての項目を正確に記入してください。（別紙「学校開放利用の手引き」p.12～13 参照） 

② 事務連絡者は常時連絡の取れる方にしてください。（代表者の兼務可） 

③ 事務連絡者の方は、団体登録申請時に「令和８年度 新潟市学校開放事務連絡者メール（団体登

録申請用）」の登録が必要です。（「団体登録（変更）申請書」下部または別紙「令和８年度学校

開放利用の手引き」p.３参照） 

④ 代表者、事務連絡者を含む４名（子ども含まず）の方は住所・電話番号・勤務先等の明記をお願

いします。 

⑤ 小中高生だけで構成されている団体は利用時に同行できる代表者、事務連絡者として保護者もし

くは指導者を登録してください。 

⑥ 希望の曜日と時間を記入してください。※原則として２時間単位の利用になります 

⑦ 利用できる曜日・時間は調整会議で決定します。 

※新規団体には各運営委員会の運営主任から調整会議の日程を事務連絡者に連絡いたします。 

 

４ 申請書の提出について 
(1)提出方法 

【新規団体】 

窓口へ持参、郵送、メールで西区役所地域課へ提出してください。 

※メールで申請書を送付する場合は個人情報保護の観点から暗号化することを推奨します。 

※メールの場合は件名を必ず「新年度学校開放団体登録」として送信ください。 

※提出方法に則していない申請は、受理できない場合がございますので、予めご了承ください。 

申請書は次のいずれかの方法で入手できます。 

○西区役所地域課の窓口（42 番窓口） ○新潟市のホームページ（「学校開放事業」で検索） 

【令和７年度からの継続利用団体】 

運営主任が取りまとめ、西区役所地域課へ提出してください。（窓口へ持参、郵送、学校の連絡便で 

も構いません。）※FAX での提出はできません。 

 

(2）提出期間  令和８年１月５日（月）～16 日（金）必着 午後５時 30 分まで 

 

５ その他 
 校区及び地区のスポーツ振興会主催事業へ積極的にご参加ください。 

 

６ 問合せ及び提出先 
〒950-2097 新潟市西区寺尾東３丁目 14番 41 号 

西区役所地域課 文化・スポーツ担当 

電話: 025-264-7193  E-mail:chiiki.w@city.niigata.lg.jp 

令和８年度【西区小学校】学校開放利用団体登録について 

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp


令和７年１２月１日時点

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710

⼩針⼩学校 新通⼩学校 内野⼩学校 ⽊⼭⼩学校 ⾚塚⼩学校 ⼩瀬⼩学校 笠⽊⼩学校 ⻘⼭⼩学校 真砂⼩学校 五⼗嵐⼩学校

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日

16:00~21:00 16:30~21:00 16:30~21:00 17:00~21:00 19:00~21:00 16:45~21:00 19:00~21:00 16:30~21:00 17:00~21:00 19:00~21:00

7:00~21:00 7:00~21:00 9:30~21:00 8:00~21:00 8:00~21:00 8:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00

全面 全面 半面 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面

2 面 2 面 2 面 1 面 1 面 2 面 1 面 1 面 1 面

1 面 1 面 2 面 1 面 1 面 2 面 1 面 1 面 1 面

2 面 4 面 4 面 2 面 2 面 2 面 4 面 2 面 4 面

ステージ側 2 面

ステージ反対側 1 面

ステージ側 1 面

ステージ反対側 1 面

ステージ側 2 面

ステージ反対側 2 面

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○

ネットがありません

○ ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○

ネットがありません

○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

ネットがありません
コートラインが不⼗分で

もよい場合は可

○ △ ○ × × ○ × ○ ○ ○

卓球台等の用品は団体が
準備すること。

○ × △ ○ △ × ○ ○ × ×

コーチなどの指導の下，ガ
ラスなどを割らないように

注意すれば可
リフティングまで可

○ × △ × △ × × ○ ○ ×

監督やコーチの指導の下，
ガラスなどを割らないよう

に注意すれば可
リフティングまで可

○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ × ×

トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

○ × △ △ △ × × ○ × ×

ガラスなどを割らないよ
うに注意すれば可

トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

○ × △ △ △ △ ○ △ × ×

監督やコーチなどの指導の
下，ガラスなどを割らない

ように注意すれば可
トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

やわらかいボールを使用
すること。

キャッチボールまで可

× × ○ × × × × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 土,日

16:00~19:00 17:00~19:00 16:00~19:00 17:00~19:00 16:45~19:00 16:30~19:00 17:00~19:00

7:00~19:00 8:00~19:00 9:00~19:00 8:00~19:00 9:00~19:00 8:00~19:00 9:00~19:00 9:00~19:00 7:00~19:00 9:00~18:00

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

フェンスが低いので、校地
外へのボールの飛び出しに

注意すること。

○ ○ ○ △ △ ○ × ○ ○ ○

サッカーゴールを必要と
しない場合は可

サッカーゴールを必要と
しない場合は可

ラグビー（トレーニング程
度）、アルティメット

≪留意事項≫

≪⻄区≫ 令和８年度 学校開放事業 利用可能施設⼀覧①

グ
ラ
ウ
ン
ド

ナイター照明の有無

利用可否

曜日

時間（平日）

時間（休日）

軟式野球

（利用条件）

サッカー

（利用条件）

その他利用可能な種目

種
目
ご
と
の
利
用
可
否
（
〇
：
可
 
△
：
条
件
付
可
 
×
：
不
可
）

ミニバスケットボール

（利用条件）

バレーボール

（利用条件）

ソフトバレーボール

（利用条件）

バドミントン

（利用条件）

卓球

（利用条件）

フットサル

（利用条件）

軟式テニス

（利用条件）

硬式テニス

（利用条件）

軟式野球

（利用条件）

サッカー

（利用条件）

番号
学番

学校名

体
育
館

利用可否

曜日

時間（平日）

時間（休日）

利
用
可
能
面
数

全面利用（１日１団体利用可）
半面利用（１日２団体利用可）

全
面
利
用

ミニバスケットボール

バレーボール

バドミントン

半
面
利
用

バ
ス
ケ

バ
レ
ー

バ
ド

・下表にない種目、活動での利用を希望される場合は、⻄区地域課へお問い合わせください。
・下表の内容は、学校の施設管理上の都合等により、利用申請後や利用許可後であっても変更となる場合があります。
・休日の利用時間は、土曜日13：00〜21：00、日曜日9：00〜17：00を基本としておりますが、学校ごとに異なります。
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令和７年１２月１日時点

84 85 86 87 88 89 90 91 92
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719

坂井輪⼩学校 坂井東⼩学校 ⻄内野⼩学校 東⻘⼭⼩学校 ⼤野⼩学校 ⿊埼南⼩学校 ⼭⽥⼩学校 ⽴仏⼩学校 新通つばさ⼩学校

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日

17:00~21:00 16:00~21:00 15:30~21:00 16:30~21:00 19:00~21:00 19:00~21:00 16:45~21:00 17:30~21:00 19:00~21:00

9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 9:00~21:00 8:30~21:00 9:00~17:00

全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面 全面

1 面 2 面 1 面 1 面 2 面 2 面 2 面 2 面 1 面

1 面 1 面 0 面 2 面 2 面 2 面 2 面 2 面 2 面

4 面 4 面 4 面 4 面 4 面 4 面 2 面 4 面 4 面

ステージ側

ステージ反対側

ステージ側

ステージ反対側

ステージ側

ステージ反対側

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ × ○ ○ △ ○ ○ ×

卓球台の台数が少ないかつ
置く場所が限られる

台やネットがなくてよけ
れば。

× ○ ○ ○ ○ △ △ × ×

ゴールがなくてよけれ
ば。

リフティングまで可

× ○ ○ △ ○ △ △ × ×

窓ガラスを割らないよう
な工夫をする

リフティングまで可 リフティングまで可

× △ ○ ○ ○ △ ○ × ×

トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

× △ × × × △ ○ × ×

トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

△ △ ○ △ × △ × △ ×

キャッチボールまで可 キャッチボールまで可
窓ガラスを割らないよう

な工夫をする

キャッチボールのみ 柔
らかいボールを使う（軟

式球は不可）
キャッチボールまで可

× × × × × × × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月,火,水,⽊,金,土,日 土,日 土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 月,火,水,⽊,金,土,日 土,日

16:30~18:00 16:30~19:00 16:30~21:00 17:00~19:00 16:00~19:00

9:00~17:00 9:00~18:00 9:00~17:00 9:00~19:00 9:00~17:00 9:00~16:00 9:00~19:00 8:30~19:00 9:00~17:00

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

防球ネットに破損個所があ
るので、工夫が必要

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

サッカーゴールの位置を
変えない。

ソフトボール

≪留意事項≫

≪⻄区≫ 令和８年度 学校開放事業 利用可能施設⼀覧②

グ
ラ
ウ
ン
ド

ナイター照明の有無

利用可否

曜日

時間（平日）

時間（休日）

軟式野球

（利用条件）

サッカー

（利用条件）

その他利用可能な種目

種
目
ご
と
の
利
用
可
否
（
〇
：
可
 
△
：
条
件
付
可
 
×
：
不
可
）

ミニバスケットボール

（利用条件）

バレーボール

（利用条件）

ソフトバレーボール

（利用条件）

バドミントン

（利用条件）

卓球

（利用条件）

フットサル

（利用条件）

軟式テニス

（利用条件）

硬式テニス

（利用条件）

軟式野球

（利用条件）

サッカー

（利用条件）

番号
学番

学校名

体
育
館

利用可否

曜日

時間（平日）

時間（休日）

利
用
可
能
面
数

全面利用（１日１団体利用可）
半面利用（１日２団体利用可）

全
面
利
用

ミニバスケットボール

バレーボール

バドミントン

半
面
利
用

バ
ス
ケ

バ
レ
ー

バ
ド

・下表にない種目、活動での利用を希望される場合は、⻄区地域課へお問い合わせください。
・下表の内容は、学校の施設管理上の都合等により、利用申請後や利用許可後であっても変更となる場合があります。
・休日の利用時間は、土曜日13：00〜21：00、日曜日9：00〜17：00を基本としておりますが、学校ごとに異なります。
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1 

 

 

１ 利用期間 
申請年度の４月１日から３月 31 日の１年間です。ただし、学校が閉庁となるお盆（８月８日～16 日

及び前後数日間）、年末年始（12 月 26 日～翌１月３日及び前後数日間）は、原則事業を休止します。 

※学校行事、工事、災害時の対応等で利用中止をお願いする場合もありますのでご了承ください。 
 

２ 西区開放中学校 
内野  赤塚  中野小屋  小針  五十嵐  小新  黒埼 （７校） 

  ※坂井輪中学校は能登半島地震の影響により、募集を休止しています。 

   ※中野小屋中学校は、管理指導員を配置しています。それ以外の６校は管理指導員を配置していないため、

利用日に鍵貸出し施設で鍵を借り、開錠・施錠、戸締り、消灯の確認を行っていただきます。 

 

３ 利用団体の条件について 
① 新潟市に居住・勤務・通学する、10 名以上のメンバーによる団体であること。 

② 原則として利用可能種目であること。（利用可能種目は別紙１「利用可能施設一覧」参照） 

③ 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。（営利とは、「指導者及び主催者が、

会員からの会費・謝金などにより、生計の全部もしくは一部を立てていること」を指す） 

④ 小中高生だけで構成されている団体は、利用時に同行できる責任のある代表者・事務連絡者・

指導者も必ず登録してください。 

 

４ 団体登録の申請について「団体登録（変更）申請書」 

※原則、オンライン申請システム e-NIIGATA による申請をお願いします。 
西区の申請フォームは下記の URL または二次元コードからアクセスできます。 

 
 

 

注）申請は原則オンライン申請です。パソコンやスマートフォンを所持していない等の理由で 

オンライン申請ができない場合は、次のいずれかの方法で申請書類を入手して申請ください。 

 

・新潟市のホームページからダウンロードする。（トップページ内検索で「学校開放事業」と検索

→学校開放事業ページ「団体登録（変更）申請書」） 

・メールで受け取る。（「件名「【学校開放】団体登録（変更）申請書受け取り希望」）として

chiiki.w@city.niigata.lg.jp あてにメール送信してください。） 

・西区役所地域課の窓口（42 番）で受け取る。（12 月 29 日から１月３日及び土日・祝日を除く平

日の８：30 から 17：30 まで） 

上記のいずれかで入手した申請書に記入する際は「学校開放の手引きｐ12・13 記載例」を参照し

てください。 

① 全ての項目を正確に記入してください。 

② 別紙１「利用可能施設一覧」を参照し、「希望学校名」・「希望曜日」を 1 つ記入してください。 

③ 事務連絡者は常時連絡の取れる方にしてください。（代表者の兼務可） 

④ 緊急時の連絡のためメールアドレスを必ず記入してください。また、事務連絡者の方は、「令

和８年度 新潟市学校開放事務連絡者メール（団体登録申請用）」を登録し、チェック☑を記

入してください（手引きｐ3 参照）。 

※オンライン申請を行った方は、事務連絡者メールの登録作業は不要です。 

⑤ 代表者、事務連絡者を含む４名（子ども含まず）の方は、住所・電話番号・勤務先等を明記

してください。 

※「代表者・事務連絡者」は常時練習に参加できる方、利用について責任をもって管理できる

方を選任していただくようお願いします。 

 
 
 

※「e-NIIGATA」を初めて利用される場合は、はじめに利用者登録

が必要です。個人利用として新規登録をお願いします。 
 

申請フォームの受付期間は令和８年１月５日（月）～16 日（金）午後５時 30 分です。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/
17042ecf-39ab-44f3-836f-3dd71b37ec24/start 

令和８年度【西区中学校】学校開放利用団体登録について 
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５ 申請書の提出について 

 

【受付期間】 令和８年１月５日（月）～16 日（金）午後５時 30 分まで 必着 

        

【提出方法】 原則、オンライン申請 

       オンライン申請できない場合は、窓口へ持参・郵送・メールで下記までご提出ください。 

開庁時間 月～金曜日の午前８時 30 分～午後５時 30 分（土日・祝日を除く） 

 

・FAX での提出はできません。 

・申請書に不備があった際には、再度提出していただくことがあります。 

・メールで申請書を送付する場合は、個人情報保護の観点から暗号化することを推奨します。 

・メールの場合は件名を必ず「新年度学校開放団体登録」として送信ください。 

・提出方法に則していない申請は、受理できない場合がございますので、予めご了承ください。 
 

【問い合わせ及び提出先】 

〒950-2097 

新潟市西区寺尾東３丁目 14 番 41 号 

西区役所地域課 文化・スポーツ担当 

電話: 025-264-7193  E-mail:chiiki.w@city.niigata.lg.jp 
   

６ 一次抽選会について 

 
令和８年度募集より、西区役所地域課職員による抽選に実施方法を変更します。 

団体登録申請で重複した場合は抽選により利用枠を決定します。 

重複がなかった団体は、後日、定期利用申請書等を提出していただきます。 

抽選方法は、別紙２「西区中学校学校開放一次抽選会の実施方法について」をご覧ください。 

 

日 時：令和８年２月４日(水)19：00 開始 

会 場：西区役所健康センター棟１階 104・105 会議室（西区寺尾東３－14－41） 
 

① ご希望される場合、１団体１名に限り、抽選会に立ち会うことができます。 

② 区役所駐車場には限りがあるため、原則、公共交通機関のご利用をお願いします。駐車場が

満車などの理由により立ち会いができなかった場合の責任は負いかねます。 

③ 立ち会いの際は、本人確認を実施します。運転免許証等の身分証明書をご持参ください。 

④ 団体登録（変更）申請書に記載の登録メンバー以外は立ち会いできません。 

   

  ※抽選に外れた団体には後日、意向確認を実施します。意向確認についても、別紙２「西区中学校

学校開放一次抽選会の実施方法について」をご覧ください。 

 

７ 二次抽選会について 
 

一次抽選会後の空き枠について全市一斉の抽選会を行います。 

 日 時 : 令和８年２月 18 日（水）19:00 開始（時間厳守） 

 会 場 : 新潟市役所本館 

  ※一次抽選会で抽選に外れた団体が対象です。 
 

８ その他 
 

・二次抽選会後の空き枠問い合わせについて、令和８年３月 11 日（水）午前９時（平日のみ）から、

受け付けます。 

・申請受付は先着順で、利用開始は令和８年５月からになります。 

・学校開放のきまりを守れない団体や、不正申請、不正登録を行った団体は、年度途中でも利用を中止

していただきますのでご承知おきください。 
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令和７年１２月１日時点
43 44 46 47 48 49 50 51

2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708

坂井輪中
学校

内野
中学校

⾚塚
中学校

中野⼩屋中
学校

⼩針
中学校

五⼗嵐
中学校

⼩新
中学校

⿊埼
中学校

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

半面 半面 半面 半面 半面 半面 半面

       

       

       

ステージ側  １面 1 面 1 面 1 面  1 面 1 面

ステージ反対側  １面 1 面 1 面 1 面  1 面 1 面

ステージ側  １面 1 面 1 面 1 面  1 面 1 面

ステージ反対側  １面 1 面 1 面 1 面  1 面 1 面

ステージ側  3 面 2 面 2 面 2 面 2 面 3 面 3 面

ステージ反対側  3 面 2 面 1 面 2 面 2 面 3 面 3 面

○ ○ ○ ○ × ○ ○

○ ○ ○ ○ × ○ ○

× ○ ○ ○ × ○ ×

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ × × ×

   卓球台５台     

△ × × ○ × × ×

用具がないなどの
利用制限あり

ミニゴールのみ

○ × × × × × ×

トレーニングのみ可

× ○ ○ ○ × ○ ×

 全面利用 全面利用 全面利用 全面利用

× △ × × × △ ×

トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

× △ × × × △ ×

トレーニングのみ可 トレーニングのみ可

× × × × × △ ×

トレーニングのみ可

○ ○ ○ ○ × △ ○

     トレーニングのみ可  

× ○ ○ × ○ × ○ ○

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

月,火,水,
⽊,金,土

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

１９時００分
〜２１時００分

全面床 全面床 半面畳・半面床 全面床 半面畳・半面床
あり

（利用の都度、利用者
による設置が必要）

あり
（利用の都度、利用者
による設置が必要）

なし
あり

（利用の都度、利用者
による設置が必要）

あり
（利用の都度、利用者
による設置が必要）

剣道,柔道,空手 卓球 剣道,柔道,空手 剣道,柔道,空手 剣道

少林寺拳法、合気道、
マーシャル・アーツ

少林寺拳法、
合気道

ボールを使用しないト
レーニング

フットサル

（利用条件）

令和８年度 学校開放事業 利用可能施設 ⼀覧≪⻄区≫
番号
学番

学校名

体
育
館

利用可否

曜日

時間

利
用
可
能
面
数

全面利用（１日１団体利用可）
半面利用（１日２団体利用可）
全
面
利
用

バスケットボール

バレーボール

バドミントン

半
面
利
用

バ
ス
ケ

バ
レ
ー

バ
ド

種
目
ご
と
の
利
用
可
否
（
〇
：
可
 
△
：
条
件
付
可
 
×
：
不
可
）

バスケットボール

（利用条件）

バレーボール

（利用条件）

ソフトバレーボール

（利用条件）

バドミントン

（利用条件）

卓球

（利用条件）

サッカー

（利用条件）

（利用条件）

軟式野球

（利用条件）

ソフトボール

（利用条件）

ソフトテニス

（利用条件）

硬式テニス

陸上競技

（利用条件）

武
道
場

利用可否

曜日

時間

通常の形態

畳の有無

利用可能種目①

利用可能種目②（その他）

別紙１



 

西区中学校学校開放一次抽選会の実施方法について 

令和８年度募集より、西区役所地域課職員による抽選に実施方法を変更します。ご希望される場合は、

１団体１名に限り、抽選に立ち会うことができます。また、希望枠を確保できなかった場合の意向確認

についても下記をご参照ください。 
 
 
○西区役所地域課職員が厳正な抽選を実施。（1 団体 1 名に限り抽選会の立ち会い可） 
○抽選は、希望枠が競合した団体を対象に全団体の順位を決定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請書に記入した枠（学校・曜日）で分類 

○希望枠：１～２団体 

申請書に記入した枠の 

「利用団体」として決定 

 

○希望枠：３団体以上（ソフトテニス利用可能枠は２団体以上） 

抽選により上位２団体までが申請書に記入した枠の「利用団体」とし

て決定 

→利用団体の使用場所（ステージ側・反対側）は、その抽選順位に基づ

き決定しますが、希望が重複した場合、必要に応じて該当団体へ聞

き取りを行います。 

→抽選に外れた団体には、西区地域課より下記の意向確認（①②③）を 

行います。 

 ①：西区独自の二次抽選を希望（空き枠を選択） 

 ②：①は申し込まず、新潟市の二次抽選会（2 月 18 日（火）実施 

予定）を希望 

 ③：①、②ともに申し込まない 

① ：西区独自の二次抽選を希望 

 →「空き枠一覧」、「利用可能施設一覧」

を参照し、「西区学校開放中学校体育

館利用意向確認票」に希望する枠を

記載し、令和８年２月９日（月）正

午までに地域課へご提出ください。

なお、提出がない場合は③とみなし

ます。 

②：①は申し込まず、新潟市の二次抽選会 

（２月 18 日（水）実施予定）を希望 

→「空き枠一覧」、「利用可能施設一覧」を参照し

たが希望に沿う枠が無い場合は、「西区学校開

放中学校体育館利用意向確認票」の該当欄に

☑し、令和８年２月９日（月）正午までに地域

課へご提出ください。なお、提出がない場合は

③とみなします。 

③：①、②ともに申し込

まない 

→その旨を「西区学校開

放中学校体育館利用意

向確認票」の該当欄に☑

し、ご提出ください。 

→ここで終了です。 

○全団体の順位により、「利用

団体」として決定 

→ご提出いただいた意向確認

のご希望に基づき決定します。 

○新潟市の二次抽選会（予定）に参加ください 

 ・日時：令和８年 2 月 18 日（水）午後７時 

 ・会場：新潟市役所本館 

○全団体の順位により、利用団体 

として決定しなかった。 

（新潟市の二次抽選会に参加し 

ない場合ここで終了です。） 

≪抽選方法フロー≫ 

【意向確認】 

○西区地域課より利用許可申請書、免除認定申請書（該当団体のみ）を

メールで送ります。締切までに必ずご提出ください。 

締切は抽選の有無によって異なりますので、別途お知らせします。 

別紙２
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１ 利用期間   

 
申請年度の４月１日から 11 月 30 日の月曜日から日曜日 19：00～21：00 です。ただし、学校が閉庁と

なるお盆（８月８日～16 日及び前後数日間）は、原則事業を休止します。 

※学校行事、工事、災害時の対応等で利用中止をお願いする場合もありますのでご了承ください。 

 

２ 利用団体の条件について 

 
① 新潟市に居住・勤務・通学する、10 名以上のメンバーによる団体であること。 

② 種目はサッカー・軟式野球・ソフトボールであること。（その他の種目は申請前に要相談） 

③ 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。（営利とは、「指導者及び主催者が、

会員からの会費・謝金などにより、生計の全部もしくは一部を立てていること」を指す） 

④ ２ケ月毎に西区役所地域課へ利用確認の連絡をすること。 

⑤ ナイター施設及び用具庫の鍵の管理ができる団体のみ利用できます。 

 

３ 団体登録の申請について「団体登録（変更）申請書」 

※原則、オンライン申請システム e-NIIGATA による申請をお願いします。 
 西区の申請フォームは下記の URL または二次元コードからアクセスできます。 

 
 

 

注）申請は原則オンライン申請です。パソコンやスマートフォンを所持していない等の理由で 

オンライン申請ができない場合は、次のいずれかの方法で申請書類を入手して申請ください。 

 

・新潟市のホームページからダウンロードする。（トップページ内検索で「学校開放事業」と検索

→学校開放事業ページ「団体登録（変更）申請書」） 

・メールで受け取る。（「件名「【学校開放】団体登録（変更）申請書受け取り希望」）として

chiiki.w@city.niigata.lg.jp あてにメール送信してください。） 

・西区役所地域課の窓口（42 番）で受け取る。（12 月 29 日から１月３日及び土日・祝日を除く平

日の８：30 から 17：30 まで） 

 

上記のいずれかで入手した申請書に記入する際は「学校開放の手引きｐ12・13 記載例」を参照し

てください。 

① 全ての項目を正確に記入してください。 

② 事務連絡者は常時連絡の取れる方にしてください。（代表者の兼務可） 

③ 緊急時の連絡のためメールアドレスを必ず記入してください。また、事務連絡者の方は、「令

和８年度 新潟市学校開放事務連絡者メール（団体登録申請用）」を登録し、チェック☑を記

入してください（手引きｐ3 参照）。 

※オンライン申請を行った方は、事務連絡者メールの登録作業は不要です。 

④ 代表者、事務連絡者を含む４名（子ども含まず）の方は、住所・電話番号・勤務先等を明記

してください。 

※「代表者・事務連絡者」は常時練習に参加できる方、利用について責任をもって管理できる

方を選任していただくようお願いします。 

 

 

 

 

令和８年度 内野小学校ナイター利用団体登録について 

※「e-NIIGATA」を初めて利用される場合は、はじめに利用者登録

が必要です。個人利用として新規登録をお願いします。 
 

申請フォームの受付期間は令和８年１月５日（月）～16 日（金）午後５時 30 分です。 

https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/
17042ecf-39ab-44f3-836f-3dd71b37ec24/start 

 
 
 

mailto:chiiki.w@city.niigata.lg.jp
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４ 申請書の提出について 

 

【受付期間】 令和８年１月５日（月）～16 日（金）午後５時 30 分まで 必着 

       開庁時間 月～金曜日の午前８時 30 分～午後５時 30分（土日・祝日を除く） 

【提出方法】 原則、オンライン申請 

       オンライン申請できない場合は、窓口へ持参・郵送・メールで下記までご提出ください。 

 

・FAX での提出はできません。 

・申請書に不備があった際には、再度提出していただくことがあります。 

・メールで申請書を送付する場合は、個人情報保護の観点から暗号化することを推奨します。 

・メールの場合は件名を必ず「新年度学校開放団体登録」として送信ください。 

・提出方法に則していない申請は、受理できない場合がございますので、予めご了承ください。 

 

【問い合わせ及び提出先】 

〒950-2097 

新潟市西区寺尾東３丁目 14 番 41 号 

西区役所地域課 文化・スポーツ担当 

電話: 025-264-7193  E-mail:chiiki.w@city.niigata.lg.jp 
   

５ 抽選会について 

 
令和８年度申請より、西区役所地域課職員による抽選に実施方法を変更し、西区中学校学校開放一

次抽選会終了後に行います。ただし、全ての枠に重複がなかった場合は、抽選会は実施しません。 

 

団体登録申請が重複した場合は抽選により利用枠を決定します。 

重複がなかった団体は、後日、定期利用申請書等を提出していただきます。 

 

日 時：令和８年２月４日(水)19：00 開始（西区中学校学校開放一次抽選会開始時間です。） 

会 場：西区役所健康センター棟１階 104・105 会議室（西区寺尾東３－14－41） 
 

① ご希望される場合、１団体１名に限り、抽選会に立ち会うことができます。 

② 区役所駐車場には限りがあるため、原則、公共交通機関のご利用をお願いします。駐車場が

満車などの理由により立ち会いができなかった場合の責任は負いかねます。 

③ 立ち会いの際は、本人確認を実施します。運転免許証等の身分証明書をご持参ください。 

④ 団体登録（変更）申請書に記載の登録メンバー以外は立ち会いできません。 

    

※抽選に外れた団体には後日、意向確認を実施します。 

 

６ 利用方法について 
① 利用連絡について 

２か月に１度、西区地域課に利用日の連絡をしてください。その際に行事等で施設が利用でき 

ない日をお知らせいたします。 

 

② 鍵の管理について 

ナイター設備の鍵及び用具庫（トンボ等が入っている）の鍵を各団体が持ち、管理していただ  

きます。 

 

③ 利用料について 

事前にナイター利用券を購入してください。 

利用後に利用時間分のナイター利用券を専用の台紙に貼り付けてください。 

台紙は月に１回西区役所地域課へ直接持参または郵送で提出してください。 

※ナイター利用券の利用期限は年度内になりますのでご注意ください（未使用のナイター利用

券の払戻しは、発行年度の３月 31 日までとなっています）。 
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④ 芝生部分の利用について 

芝生の状況により、植え込み工事等が行われ、利用不可となる場合がありますのでご了

承ください。 

※芝生箇所はスパイクの使用は禁止です。 

 

⑤ グラウンドトイレの使用取りやめについて 

    令和８年度より、グラウンドトイレの使用を取りやめます。体育館トイレをご利用くだ

さい。 

 


